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江田島市空家等対策協議会の役割について 

 

１ 概要 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「特措法」

という。）では，市町村の責務について第４条で①空き家対策の実施，②空き家に対

する必要な措置が規定されています。 

本市では，空き家対策を総合的かつ計画的に実施するため，同法第６条に規定の対

策計画を作成し，同計画に基づく対策の実施に関する協議を行うため，同法第７条に

規定の江田島市空家等対策協議会（以下「本協議会」という。）を平成２８年４月に

設置しています。 

 

２ 目的 

本協議会は，対策の実施にあたり専門的な見地に基づく審査，審議等を行っていた

だくことで，専門性・公平性を担保するとともに，公開で開催することにより会議の

透明性を確保することとしております。 

このほか，空き家対策に取り組む各主体間の連携を強化し，相互に協力し合う協働

で対策を進める場としての役割が期待されています。  

 

３ 根拠法令等 

・特措法第７条に規定する協議会 

・江田島市空家等対策協議会設置要綱 

 

４ 主な協議事項 

・空家等対策計画の作成及び変更に関すること 

・空家等対策計画の実施に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 委員構成（別添名簿） 

・地域住民，市議会議員 

・学識経験者（大学教授，法務・不動産・建築・福祉の分野） 

・行政機関（市長）  

 

６ 委員任期 

・２年間（再任は可） 

 

空家等対策計画の作成及び変更 空家等対策計画の事業の実施 

○特定空家等の認定について 

○特定空家等の措置の実施について 

（勧告・命令・行政代執行など） 

○その他空家等に係る施策について 

○空家等対策計画（Ｈ28，Ｒ３年度） 

○管理・活用等に関する事項 

○特定空家等に関する事項 

○その他法定事項 
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江田島 市空家 等対 策協議 会設 置要綱  

平成２ ８年５ 月２ ７日  

告示第 ５７号  

（設置 ）  

第１条  空家 等対 策の推 進に 関する 特別 措置 法（平 成２ ６年法 律第

１２７ 号。以 下「 法」と いう 。）第 ７条 第１ 項の規 定に 基づき ，

江田島 市空家 等対 策協議 会（ 以下「 協議 会」 という 。） を設置 す

る。  

（定義 ）  

第２条  この 要綱 におけ る用 語の意 義は ，法 におい て使 用する 用語

の例に よる。  

（協議 事項）  

第３条  協議 会は ，次に 掲げ る事項 を協 議す る。  

(１) 空家等 対策 計画の 作成 及び変 更並 びに 実施に 関す る事項  

(２) 空家等 が特 定空家 等に 該当す るか 否か の判断 に関 する事 項  

(３) 空家等 の調 査及び 特定 空家等 と認 めら れるも のに 対する 立

入調査 の方針 に関 する事 項  

(４) 特定空 家等 に対す る措 置の方 針に 関す る事項  

(５) その他 協議 会にお いて 必要と 認め られ る事項  

（構成 ）  

第４条  協議 会の 委員（ 以下 「委員 」と いう 。）の 定数 は，１ ０人

以内と する。  

２ 委 員は，市長 のほか ，地 域住民 ，市 議会 の議員 ，法 務，不 動産 ，

建築， 福祉， 文化 等に関 する 学識経 験者 その 他市長 が必 要と認 め

る者を もって 構成 する。  

（委員 の任期 ）  

第５条  委員 の任 期は， ２年 とし， 再任 を妨 げない 。た だし， 委員

が欠け た場合 の補 欠委員 の任 期は， 前任 者の 残任期 間と する。  

（会長 ）  

第６条  協議 会に 会長を 置き ，市長 をも って 充てる 。  

２ 会 長は， 協議 会を代 表し ，会務 を総 理す る。  

３ 会 長に事 故が あると き， 又は会 長が 欠け たとき は， 委員の うち



から会 長があ らか じめ指 名し た者が ，そ の職 務を代 理す る。  

（会議 ）  

第７条  協議 会の 会議（ 以下 「会議 」と いう 。）は ，会 長が必 要に

応じて 招集し ，議 長は， 委員 の互選 によ り定 める。  

２ 会 議は， 委員 の半数 以上 が出席 しな けれ ば，開 くこ とがで きな

い。  

３ 前 項の規 定に かかわ らず ，災害 その 他の やむを 得な い理由 によ

り会議 を開催 でき ない場 合に おいて ，会 長が ，必要 があ ると認 め

るとき は，書 面に よる審 議に より， 会議 に代 えるこ とが できる 。  

４ 会 長は， 必要 がある と認 めると きは ，会 議に委 員以 外の者 の出

席を求 め，説 明又 は意見 を聴 くこと がで きる 。  

（会議 の公開 ）  

第８条  会議 は， 公開と する 。ただ し， 次の 各号の いず れかに 該当

する場 合は， 会議 の全部 又は 一部を 公開 しな いもの とす る。  

(１) 協議等 の内 容に法 令等 の規定 によ り公 開する こと ができ な

いこと とされ てい る情報 が含 まれて いる 場合  

(２) 協議等 の内 容に個 人情 報その 他非 公開 とすべ き情 報が含 ま

れてい る場合  

(３) 協議会 が会 議を公 開す ること によ り， 当該会 議の 公正か つ

円滑な 協議等 に支 障が生 じる と認め られ る場 合  

(４) 前３号 に掲 げるも のの ほか， 協議 会が 公開し ない 旨を決 定

した場 合  

（庶務 ）  

第９条  協議 会の 庶務は ，土 木建 築部 都市整 備課 におい て処 理する 。 

（その 他）  

第１０ 条 こ の要 綱に定 める ものの ほか ，協 議会の 運営 に関し 必要

な事項 は，会 長が 協議会 に諮 って定 める 。  

附 則  

この告 示は， 平成 ２８年 ５月 ２７日 から 施行 する。  

附 則 （平成 ２８ 年９月 １２ 日告示 第８ １号 ）  

この告 示は， 平成 ２８年 ９月 １２日 から 施行 する。  

附 則 （令和 ４年 １月１ ７日 告示第 ４号 ）  

この告 示は， 令和 ４年１ 月１ ７日か ら施 行す る。  


